
　はじめに

　まちづくりの考え方は、地域の人々が参加し、さ

らに主体となって身近な問題から解決していくプロ

セスを表している。観光まちづくりと交通まちづく

りはこのような面からは共通点を持ち、後述する

ＰＩＣプランニング（Ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｉｏｎ,Ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ Ｇｒｏｗｔｈ,

Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ）はこの考え方をよく反映していると

思われる。

　一方において両者は成立過程において異なった背

景を持ち、力点が異なる部分を有するように思われ

る。

　前者はマスレジャーからオルタナティブツーリズ

ム６）に代表される観光の潮流の中で、主に国際観光

（ｇｌｏｂａｌ ｔｏｕｒｉｓｍ）にかかわる諸問題の中から典型的

にでてきた概念であり、来訪者と外部からの開発に

対して地域の人々が持つ権利として、あるいは担う
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　交通まちづくりの考え方に関する論点の一つとして多様な地区への適用性が挙げられる。

本稿では観光地へ交通まちづくりの考え方を適用する際の諸問題を扱う。観光地の活性化

の目標は“交流の促進”であり、この観点から交通まちづくりの考え方の有効性を検討す

る。具体的には、日光の門前街における交通社会実験のケーススタディを通して、交通ま

ちづくりの果たす役割と今後の課題を整理する。

�������	
����
����������
�����������������		
	�����
����

���������	


�������	
�
�＊

�������	
����＊＊　　　��������	
	��＊＊＊

���������	�
������������������������������	
���������������������������������	�


�������	����
����	�	
��������������������	
�����������������
��������������

�������	
����	�	���������	���	��	���������	�
�������������������������������	���
��

����������	��
���	��������������	����������	�
��������������
����
��	������������	�

����������	��
�������������������������������	���	
���
���	�	�������	���������	
�����

��������	
��	
��

������������	�������������	�
����	����	������	�������������	�
��

���������	�
	�����������������������������	��
���	��������������	���������������

�������	�
���������
������
���������������	
�����
���	����������
���������������	�

���������	
�

　　　＊ 宇都宮大学工学部教授
　　　Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ,   Ｆａｃｕｌｔｙ ｏｆ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ,   
　　　Ｕｔｓｕｎｏｍｉｙａ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
　　＊ 　＊ 宇都宮大学工学研究科博士前期過程
　　　Ｓｔｕｄｅｎｔ ｏｆ Ｇｒａｄｕａｔｅ ｃｏｕｒｓｅ, Ｆａｃｕｌｔｙ ｏｆ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ,　
　　　Ｕｔｓｕｎｏｍｉｙａ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
　＊ 　＊ 　＊ 日光市建設課課長補佐
　　　Ｓｅｃｒｅｔａｒｙ ｏｆ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ,
　　　Ｎｉｋｋｏ Ｃｉｔｙ
　　　原稿受理　２００８年１月３０日

１７１



べき役割の重要性から、まちづくり（ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ 

ｂａｓｅｄ ｐｌａｎｎｉｎｇ）を強調している。すなわち、観光

の本質である地域性と地域資源の持続的な活用は、

基本的に地域の人々の手にゆだねられるべきである

という考え方がベースにある。

　後者は欧米から導入された地区交通計画のわが国

での実践から、到達した概念である。交通政策に対

する合意形成の重要性８）を強調し、そのために、地

域の課題を幅広く取り込んだまちづくりの必要性を

説く傾向にある。

　本稿では、上記の流れを汲んだ観光地の交通まち

づくりの考え方を示し、それを適用して平成１６年か

ら三度にわたり実施された旧日光市街地の門前町の

再生を目指した交通社会実験の実践例を紹介する。

その結果に基づき、観光地における交通まちづくり

の役割と課題を考察する。

　１．観光地のまちづくりと交通

　１－１　観光現象と観光地コミュニティの活性化

　観光地における観光活動はFig.1に示すように、

来訪者と観光地コミュニティの間の交流現象（Ｅ）と

して捉えられる。観光地コミュニティは、観光サー

ビスを直接来訪者に提供する観光事業者とその他の

種々の地域住民から構成される。来訪者との交流

（Ｅ）は、（Ｅ１～Ｅ３）に分けて捉えられる。（Ｅ１）は主

に経済的交流であるのに対し（Ｅ３）は社会的交流で

ある。また（Ｅ２）は両者を含んだコミュニティ内の

交流である。

　観光地コミュニティをどのように捉えるかにはい

ろいろな観点があげられる。空間的広がりの最小単

位として観光地を捉えるならば、それは来訪者が集

積したいくつかの観光対象を徒歩で回遊する圏域で

ある。さらに、それに対応して、交通サービス等さ

まざまな観光サービスを共同で提供すべきまとまり

が観光地コミュニティである。これがまちづくりの

基本単位となる。

　観光地の活性化あるいは再生は、交流（Ｅ）、すな

わち（Ｅ１～Ｅ３）の質と量を高めることであり、来訪

者と観光地コミュニティの双方とって良好な関係を

構築することに他ならない。

　１－２　観光地におけるまちづくりのシステム

　Fig.2に観光地のまちづくりのシステムと来訪者、

観光地コミュニティの関係を示す。まちづくりのシ

ステム（計画・実施体制）は人的、資金的、技術的な

投入変数（Ｉ１）で構成される。観光地コミュニティと

のコミュニケーション（Ｉ２,Ｃ１）に基づき、まちづく

りのシステムのアウトプット（Ｏ１）として観光施策

が実施される。観光施策（交通実験等）は来訪者の

行動に種々のインパクト（Ｉ３）を与える。観光地コミ

ュニティが施策から受けるインパクトは直接施策か

ら受けるもの（Ｉ４）と来訪者の行動変化を介して受け

るもの（ＥＶ）に分けられ、これらから観光地コミュ

ニティの来訪者への対応行動（ＥＰ）が生み出される。

施策への合意形成は、観光地コミュニティの対応行

動（Ｃ１,Ｅｐ）としてあらわれる。さらに、観光地とま

ちづくりのシステムは外部から種々の影響（Ｉ５,Ｉ６）

を受ける。

　観光地コミュニティに着目した計画、すなわち観

光まちづくりとはコミュニティへのインパクト（Ｉ２,

Ｉ４,ＥＶ）とコミュニティの対応行動（Ｃ１,ＥＰ）に焦点を
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Fig. 2　まちづくりのシステムと施策のインパクト
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あてた計画スタイルであると考えられる。

　Ｔｉｍｏｔｈｙ７）は観光まちづくりにおけるＰＩＣプラン

ニングの重要性を指摘している（Fig.3）。すなわち、

参加と連携を拡大させながら、長期目標に向かって、

できるところから逐次成長していくまちづくりのモ

デルを提唱している。

　１－３　交通社会実験とＰＤＣＡサイクル

　ＰＩＣプランニングを実践する道具として交通社会

実験を位置づけ、そのプロセスを示したのがFig.4

である。交通社会実験は、各年度を単位とした短期

政策として位置づけられる。実験はＰＤＣＡサイクル

（Ｐｌａｎ-Ｄｏ-Ｃｈｅｃｋ-Ａｃｔｉｏｎサイクル）で構成され、サ

イクルの各段階を通して観光地コミュニティの参加

と連携の促進が図られるよう、種々の機会が設けら

れる。年度の最後にＰＤＣＡサイクルの事後分析を行

い、長期目標に向かって実行可能な次回の実験のシ

ステムを検討する。

　以上が日光における交通実験に対する基本的な方

針である。このような考え方で平成１６年から１９年に

かけて、３回の交通実験が実施された。

　２．門前町・日光の交通まちづくり

　２－１　戦後の観光地形成の流れ

　戦後の日光を振り返ると、国立公園行政による乱

開発の防止と道路を中心とした交通インフラ整備に

誘導され、昭和３０～４０年代に飛躍的に拡大、発展し

た。需要の増大を受け入れ、大衆観光に対応するこ

とが観光地と観光者の良好な関係を意味していた。

一方において、それは交通渋滞と環境の質の低下を

招き、観光地サイドで対応すべき市場を見出し、地

域資源を有効に活用した適切なサービスを提供する

努力と機会を失わせたとも言える。

　昭和５０年代に入り、観光需要の質の高まりと多様

化に伴い、観光地で提供できるサービスと観光需要

が乖離し始める。神橋を中心とした道路改良や

ＴＤＭに基づく国道１１９号線の交通管理政策もいく度

か検討されたが、地域の合意に至らず実施すること

ができなかった。また、平成初期の外部資本による

リゾート開発も、この状態を変えるには至らず現在

に至っている。

　２－２　まちづくりの課題と関連する事業

　対象としている地域はＪＲ・東武日光駅からはじま

る東町、世界遺産を持つ山内地区、西町で構成され

る旧日光市市街地である（Fig.5）。

　年間６５０万人以上の観光客が世界遺産である二社

一寺を目的地として日光を訪れる。社寺の門前町で

ある東町地区や西町地区を歩く観光客は近年増加傾

向にあるものの、歩行環境や街並み景観は未整備で

あり、門前町の衰退傾向が続いている。こうした問

題を解決するため、さまざまな計画・事業が実施さ

れている（Table 1）。東町では、栃木県が実施する

国道１１９号線拡幅事業を中心に展開しており、日光

市が実施している計画と事業は、その効果を東町全

体のまちづくりに結びつけるために、沿道および周

辺の整備を担っている。さらに、交通社会実験はこ
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Table 1　日光のまちづくりに関連する事業・計画

位置づけ実施主体事業・計画名開始年度

上位計画日光市日光市都市マスタープランＨ１４

関連計画
日光市日光市街地バリアフリー計画Ｈ１７

日光市日光市景観計画Ｈ１８

関連事業

日光市日光市まちづくり交通計画
Ｈ１４

国交省稲荷川歴史的砂防施設活用計画

栃木県国道１１９号歩道整備事業Ｈ１５

日光市まちづくり交付金事業Ｈ１７

日光市日本風景街道Ｈ１７

日光市街並み環境整備事業Ｈ１７
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れらのハード事業が、歩行者の回遊行動を促すよう、

交通管理政策と駐車場政策を分担している。

　２－３　日光市まちづくり交通計画の長期目標

　上位計画である都市マスタープランを受け、日光

市まちづくり交通計画は「観光客および生活者の骨

格的な歩行動線軸として、東町地区－西町地区－山

内地区－小倉山周辺を位置づけ、楽しく歩ける動線

を整備し、街なかの回遊行動を促進する」ことを基本

方針として各地区の長期目標を定めている（Table 2）。

　また、交通社会実験は、日光市まちづくり交通計

画で直ちに実施できる施策を対象とするアクション

プランとして位置づけられており、それは次の領域

に分けられる。

①山内地区の自動車交通規制

②駐車場の適正配置とそこへの自動車の誘導

③回遊ルートの形成と情報サービス等の提供

④地域内公共交通の充実

　２－４　交通社会実験の組織（Fig.6）

　住民を中心に構成される研究会によって作成され

た実験案の審議を通して、行政と地域住民、関連機

関の代表により構成される実行委員会が実験内容を

決定する。またワークショップは地域住民への情報

の提供と個人的意見の収集を目的とした自由参加の

討論会である。事務局は日光市建設課、コンサルタ

ント、大学で構成され、ＰＤＣＡサイクルの設計と運

営を行っている。

　実験に関係するコミュニティの主な団体は、地区

別にFig.7に示すとおりである。

　２－５　第１回交通社会実験（Ｈ１６年度）

１）実験の内容（Table 3）

�山内地区の交通対策

　世界遺産である山内地区への自動車の進入は地区

の景観や歩行環境を阻害する原因となっているため、

地区内の一部道路を対象とした交通規制が実施され

た（Fig.8）。主に通過交通の多い道路が規制の対象と

して検討されたが、生活道路の確保や社寺が所有す

る駐車場への影響が指摘され中山通りの交通規制は

実現できなかった。交通対策は実験後も実行委員会

により継続され、現在は県警が通年で実施している。

�駐車場案内システムの導入
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Table 2　各地区の長期目標

長期目標地域名

世界遺産地区の一般車交通規制山内地区

観光拠点の増設と歩行動線の形成東町地区

広域観光拠点の交通結節点としての機能の
充実とP&BRシステムの導入

駅周辺

新たな公共交通の導入小倉山周辺

観光拠点の整備と東町地区との連携強化西町地区

Table 3　第１回交通社会実験の内容

関連主体施策

山内自治会
下新道の交通規制山内地区の

交通対策 中山通りの交通誘導

日光市建設課
交通誘導板の設置駐車場案内

システムの導入 交通誘導員の配置

下鉢石商店会ホリデーＰの設置

街なか駐車場の
利用促進

西町商店会
西町民間駐車場の料金統一 二社一寺前

飲食物産業組合

実行委員会 

研究会 

ワークショップ 

Formal

Informal

事務局 

Fig. 6　まちづくり（交通社会実験）のシステム

行政 
（日光市建設課） 

下鉢石商店会 
東町まちづくり 
推進委員会 

西町商店会 
二社一寺前飲食 
物産業組合 

山内地区 

西町地区 東町地区 

日光東照宮・二荒山神社・ 
輪王寺 

Fig. 7　日光市街地の実験に関わるコミュニティ

中山通りの交通誘導(左)と下新道の交通規制(右)

交通誘導員による駐車場案内 

Fig. 8　実験の内容（Ｈ１６年度）



　ピークシーズンの駐車待ち車両による交通渋滞を

解消するために、車を効率的に駐車場まで誘導し、

駐車場の有効利用を図る。本実験ではそのための方

策として試験的に手作業での表示による駐車場案内

システムを導入し、混雑箇所にはガードマンによる

誘導を加えて、その有効性を確認した（Fig.8）。非

実施日と比べ、実験期間中は駐車場間の利用率の乖

離度が減少し、駐車場が効率よく利用されているこ

とが確認できた。しかし、本格的な案内システムの

導入は技術的な問題から見送られている。

�街なか駐車場の利用促進

　街なかを歩く観光客数を増やし商店街の活性化を

図るため、街なか駐車場の利用を促進する。東町で

は下鉢石商店会が商店街に隣接する旧日光市役所

（現日光総合支所）の職員駐車場を土日に限り観光用

の駐車場として運営した（ホリデーＰ）。また西町地

区では散在する各店舗の駐車場の料金体系を統一し

て、観光用の駐車場として利用した。各駐車場で実

施したアンケート調査の結果、山内地区の駐車場利

用者に比べて街なか駐車場利用者は門前町のより広

い範囲を回遊していることがわかり、商店の売り上

げにも影響を与えていることがわかった。

２）実験後のコミュニティの対応行動

　Fig.9に実験後のコミュニティの動向を整理する。

下鉢石商店会はホリデーＰが観光客から高い評価を

得たことを受けて、第１回実験終了後も駐車料金や

サービスを変えながら運営実験を繰り返した。それ

を受けて日光市はホリデーＰを観光用駐車場として

本格整備することを決定した。さらに、住民団体に

も動きが見られ、東町地区では東町まちづくり推進

委員会から派生して、ＮＰＯ法人「日光東町みんなの

まちづくり」が設立された。また、西町地区でも女

性を中心に「西町華の音部会」が結成され、第２回

実験以降まちづくり活動を開始した。

　また平成１８年３月、２市２町１村が合併し、新た

な日光市を形成した。本庁が旧今市市に移動し、旧

日光市役所は日光総合支所となった。

３）実験の成果と課題

　本実験では三つの達成目標に対して山内地区の一

部交通規制の県警による本格実施、ホリデーＰの観

光用駐車場としての本格整備の開始、ＮＰＯによる

まちづくり活動の誘発という具体的な成果を得るこ

とができた。一方で、中山通りを含む山内地区では

一部車両通行規制は実施したものの、地区全体の交

通規制は未完成な状況となった。

　翌年の平成１７年度は、市民や商業者と門前町の課

題の抽出や、回遊空間の確保などについての勉強会

を開催し、５回のワークショップが実施された。ワ

ークショップでは行政と地域住民とで第１回実験で

得られた観光客の意見や日光の門前町の成立ちを整

理し、門前町を歩くことの重要性が地域住民に浸透

した。

　２－６　第２回交通社会実験（Ｈ１８年度）

１）実験の内容

　第２回実験では来訪者が楽しく歩くことができる

まちを目指し、街なかの駐車場等のターミナルサー

ビスの強化・回遊空間に関する情報サービスの充実・

山内地区歩行環境（バリアフリー）の改善という達成

目標が決定され、ホリデーＰの東町ＮＰＯによる管

理運営、スタンプラリーの開催、山内地区のバリア

Ｊｕｎｅ，２００８ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．３３，Ｎｏ．２ （　　）４５

門前町・日光のまちづくりと交通社会実験 １７５

Table 4　第２回交通社会実験の内容

関連主体施策

東町ＮＰＯホリデーＰの管理・運営

日光市建設課スタンプラリーの企画・
運営

スタンプラリーの
開催

住民
ボランティアチェックポイントの運営

東町ＮＰＯ
商店会マップの作成・配布 西町

華の音部会

日光市建設課
道路幅員・勾配の測定山内地区

バリアフリー調査 各種案内表示の確認

地域との議論が停滞 

下鉢石商店会が 
ホリデーPの 
運営実験を継続 

NPO法人 
「日光東町みんな 
のまちづくり」 
の設立 

一部の店舗が 
実験時の統一 
料金を継続 
西町華の音部会 
の結成 

平成１８年４月 
広域市町村合併 

行政 

山内地区 

西町地区 東町地区 

Fig. 9　第１回実験後のコミュニティの動向 Fig. 10　参加者と住民ボランティアのやりとり



フリー調査が実施された。その中で、第一回実験後

の住民意識の高まりや勉強会での結果を受け、地域

住民により、実施される施策が多く盛り込まれてい

る（Table 4）。

�ホリデーＰの管理・運営

　整備後に東町ＮＰＯ等の民間団体が管理運営を担

当することを想定し、採算性の確認を行うために、

アンケート調査等を通して利用者に関する各種デー

タの収集を行った。駐車場は次に示すスタンプラリ

ーや地域住民によるサービス提供の拠点としても活

用された。

�スタンプラリーの開催

　日光を訪れた観光客の歩行回遊を促進するために、

駐車場や駅で門前町の観光情報を提供した（Fig.10）。

情報はスタンプラリー形式のイベントを通して提供

され、同時に各地区の住民が作成したマップや商店

での割引券を配布して商店への誘導も図っている。

　提供された情報は観光客の回遊行動に大きな影響

を与え、非実施日と比べ立ち寄る観光スポットの増

加や滞在時間の延長が確認でき、回遊行動に対する

評価も高まることがわかった。

�山内地区バリアフリー調査

　山内地区には地形的な制約から高齢者や障害者へ

のバリアが数多く存在している。そこで、バリアフ

リーの実験の予備調査として、事務局で道路の勾配

や幅員等を計測し、それらがバリアフリーの基準値

を満たしているかを確認した。同時に本施策は停滞

している山内地区の議論を再開する機会としての役

割も担っている。調査の結果、地区内には多くの不

適格箇所が存在していることが明らかになり、次年

度以降も引き続き調査を行い対応策の検討を進める

こととなった。

２）実験後のコミュニティの対応行動

　Fig.11に実験後のコミュニティの動向を整理する。

本実験では観光情報が観光客の回遊行動に与える影

響や情報に対するニーズを把握するとともに、こう

した情報の提供は商店会単位でも十分に実施可能で

あるという認識を周知することができた。

　実験後、東町ＮＰＯは各商店会と連携して商店を

中心とした情報提供の準備を始め、日光市は携帯電

話のＱＲコード読取り機能を利用した観光情報の提

供を検討し、先行事例の調査を開始した（費用負担

等の調整で第３回実験では見送られている）。一方、

西町地区では西町華の音部会も含めて大きな動きは

見られず、山内地区に関する議論も停滞したまま進

展はなかった。

　その他の変化として行政内では平成１９年４月、人

事異動により、実験担当者の大幅な変更が生じた。

３）実験の成果と課題

　第２回実験の成果は、回遊行動を促進するために

とるべき施策がテーマとなり、地域住民が実施を含

め、主体的にかかわるソフトな政策領域が拡大した

ことが挙げられる。言い換えると交通まちづくりに

おいて、行政と観光地コミュニティの間の役割分担

が見えてきたことが挙げられる。

　しかし、いずれの施策も継続的な本格実施までに

はまだ不確実な要素を含んでいる。

　２－７　第３回交通社会実験（Ｈ１９年度）

１）実験の内容

　第３回実験では、実行委員会と東町ＮＰＯが独立

して実験を行っている（Table 5）。実行委員会は西

町臨時駐車場、ＪＲ日光裏の臨時駐車場を活用した

パークアンドバスライド（Ｐ&ＢＲ）を担当し、東町

ＮＰＯは拡幅された沿道空間の有効活用や地図と表

示板による歩行者の道路案内システムを実施した。

今回は東町ＮＰＯも実験の準備から実施までを行っ

ている。両者の立てた達成目標はともに長期計画に

国際交通安全学会誌　Ｖｏｌ．３３，Ｎｏ．２ 平成２０年６月（　　）４６

永井　護、小堀　哲、福田栄仁１７６

東町NPOが 
本格的な活動を開始 

平成１９年４月実験担当課の 
人事異動 

議論の停滞が続く 

行政 

山内地区 

西町地区 東町地区 

Fig. 11　第２回実験後のコミュニティの動向

Table 5　第３回交通社会実験の内容

関連主体施策

日光市建設課

西町臨時駐車場の設置

臨時駐車場の設置 日光駅裏臨時駐車場の
設置とP&BRシステム

の導入

日光市建設課スタンプラリーの企画
・運営

スタンプラリーの
開催

住民
ボランティア

チェックポイントの
運営

西町
華の音部会

商店会マップの作成・
配布

日光市建設課障害者らによる
バリアの体験

山内地区
バリアフリー実験

東町NPO
沿道空間の演出

沿道空間活用実験
「ちず」の配布



沿ったものである。しかし、実験や調査の日程の調

整はなされていない。

　このような状況になった要因の一つに行政内の問

題が挙げられる。東町ＮＰＯが実施した社会実験は

日光市本庁建設課の所管であり、実験の事務局であ

る日光総合支所建設課は東町ＮＰＯとの調整を図ら

なかった。さらに、平成１９年度は実験前の対応が遅

れ、実行委員会が一度しか開催されず、内容も事務

局が考えた案を審議するのみであったため東町

ＮＰＯも実験の直前まで実行委員会が行う実験の詳

細を知ることができなかった。

�臨時駐車場の設置

　これまでの実験では山内地区から約８００ｍ離れた

位置にあるホリデーＰの検証が行われ、その有効性

が確認された。そこで今回は西町地区への臨時駐車

場の設置と日光駅裏の臨時駐車場と世界遺産巡りバ

スを組み合わせ、Ｐ&ＢＲシステムを導入し、利用者

の回遊行動を検証した（Fig.12）。しかし、実験期間

中雨天が続き十分な効果が得られていないのが実状

である。

�スタンプラリーの開催

　地域住民による活動が足踏みしている西町地区の

活性化を図るため、第２回実験に引き続きスタンプ

ラリーを西町臨時駐車場を拠点として開催した。こ

こでは併せて地区商店の割引券を作成・配布する予

定であったが実験に間に合わず保留となってしまっ

た。

�山内地区バリアフリー実験

　前回の実験で抽出されたバリア箇所について、実

際に高齢者や車椅子利用者が通行し改善方法を検討

する。

�沿道空間活用実験

　栃木県により進められている国道１１９号拡幅事業

に合わせ、拡幅された沿道空間を活用して門前町の

魅力を高めて観光客の歩行回遊を促すために歩道部

分へのギャラリーの設置や、街なかへのサインと連

動した観光資源や商店の情報を記載した地図の配布

等を行った。

　第３回実験の実施直後のため、その後のコミュニ

ティの対応行動はまだ明らかではない。

　２－８　交通社会実験の成果と課題

　第１回から第３回実験の実施段階までに、交通社

会実験が観光地コミュニティに与えてきた影響をＰ

ＩＣの観点から整理する。

１）参加（Ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｉｏｎ）

　観光商業者を中心として多くの地域住民の協力を

得ることができた。しかし、それが自主的な活動と

して継続的なまちづくりへ結びついているかという

点から見ると参加のレベルは、地区ごとに大きく異

なる。

�山内地区

　自動車交通の規制に関して、第１回の実験で、二

社一寺等の地区住民との話し合いがもたれ、一部の

成果が得られた。しかし、それ以後実行委員会への

参加も減り、議論が進まない状況である。

�西町地区

　実行委員会からの参加の働きかけに応じて、実験

へ参加はするものの自主的な活動へは高まっていな

いのが実状である。各店舗が、自前の駐車場を所有

していること、それを使って個々の店舗が独自の営

業形態を営んでいること、したがって地区全体を統

一するコンセプトが見出しにくいこと等の理由が挙

げられる。

�東町地区

　ホリデーＰの運営について商店街の積極的な活動

が、第１回実験以後継続的に進められ、まちづくり

のためのＮＰＯが設立された。さらに、この組織を

中心に、第２回実験からは観光客の歩行回遊に焦点

があてられるようになり、回遊行動を促進するため

の情報提供等が地域住民の自主的なまちづくり活動

として行われた。

　今後、さらに観光業に携わっていない住民の参加

をいかに促進するかも大きな課題としてあげられる。

２）逐次成長（Ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ ｇｒｏｗｔｈ）

　各地区の長期目標に対し、実験の繰り返しを通し

て全体として着実に歩み寄ることができたといえる。

しかし、施策の領域ごとに進捗の度合いはそれぞれ

異なる。

Ｊｕｎｅ，２００８ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．３３，Ｎｏ．２ （　　）４７

門前町・日光のまちづくりと交通社会実験 １７７

Fig. 12　臨時駐車場とP&BRの案内



�山内地区の自動車交通の規制

　第１回の交通社会実験に基づき、一部の交通規制

が本格実施に移されたが、第２回以後、進展は見ら

れない。この問題は、門前町全体の駐車場政策にか

かわる問題であり、街なかの駐車場整備と運営に関

する見通しをつけた段階で、再度議論すべき問題で

あると考える。

�駐車場の適正配置とそこへの車の誘導

　第１回実験により、東町のホリデーＰの整備が決

定され、実施されている。さらに第２回実験で民間

による運営に関する見通しが立てられた。第３回実

験では、東町の駅裏と、西町に公共駐車場を設置し

た場合の実験が行われた。駐車場への案内システム

については、第１回実験でその有効性が明らかにな

った。しかし、技術的、資金的な問題から具体的な

対策が見出されていない。

�回遊ルートの形成と街なかの情報サービス等の提

供

　回遊ルートの形成に関しては、国道１１９号線の拡

幅が最大の論点となる。この事業の効果を拡大する

ために、地域住民がとるべき対応行動として、３回

の実験を通して、情報サービスの提供やイベントの

実施、すでに整備された国道区間の沿道活用策等の

有効性を確認してきた。対応行動に関する地域住民

の理解が実験を通して得られてきたと考えられる。

山内地区のバリアフリーに関しては、２回目の実験

から加えられたが、予備調査の段階であり、実施可

能な対策のシナリオがまだ見出せない状況である。

�地域内公共交通の充実

　すでに運行している世界遺産巡りバスと駅裏の駐

車場設置により、Ｐ&ＢＲの実験が第３回実験で実施

された。小倉山のスポーツ施設の大規模駐車場を活

用したＰ&ＢＲの実験については、議論にはのるが、

門前町の活性化への効果が見込まれないためまだ実

施できるプランにはなっていないのが実状である。

　実験の繰り返しを通して、これらの政策領域を中

心に、各種事業が互いに密接に関連していることが

理解され、長期目標に向かっての、実施の順序を含

む、より具体的なシナリオが少しずつ見えてきたと

言える。

３）協働（Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ）

�日光市と観光地コミュニティ・企業

　交通社会実験を通して日光市と観光地コミュニテ

ィの協力関係は進展した。この関係のなかから生ま

れたまちづくりＮＰＯであるが、一方において、そ

の後独自の方針でまちづくりを進めることにもなり、

必ずしも市と良好な協力関係を保っているとは言え

ない。

　パークアンドライドに関する交通事業者との協力

関係は実験を通して具体化されてきた。さらに実験

を積み重ね、本格実施に至ることが期待される。

�日光市と関連行政機関

　栃木県が実施している国道の拡幅事業に日光市は

歩調を合わせて、交通社会実験を含め、各種のまち

づくり事業を実施してきている。今後、まだ路線が

確定していない鉢石地区に関して、地域住民の合意

を取り付けるために市と県の協力が不可欠である。

　山内地区の自動車交通の規制については、県警と

の連携が実行委員会でスムースにとられた。また、

国土交通省の稲荷川歴史的砂防施設利湯計画では、

駐車場の整備に関して、街なかに整備するという、

交通まちづくりの考え方が踏襲され、最小限にとど

めることとなった。

�日光市の内部と実行委員会の体制

　第３回実験時には市町村合併による行政機構の改

変があり、行政内の連携がうまく図れていない場面

も存在した。市町村合併後は予算確保に日光市役所

本庁との調整が必要となり、実験の開始に遅れが生

じた。また、実験担当者が変わったことで、実行委

員会やそれまで地域住民と築いてきた関係にも変化

が生じてきた。

　３．観光地の交通まちづくりと交通社会実験

　３－１　まちづくりのシステムに参加する住民の

代表とコミュニティの伝統的な力関係

　観光地コミュニティは、観光地の形態とスケール、

提供するサービス、都市化度、観光への経済的依存

度等の要因により、多様である。いずれにしても、

まちづくりのシステムに利害関係者を適切に配置す

ることが必要となる。一方で、それぞれのコミュニ

ティは伝統的な政治的力関係で意志決定の方式を既

に所有している。交通社会実験は、ある意味で新た

な意志決定の方式を導入しようとしていることにな

る。後者を前者にいかになじませるかという視点も

大切である。例えば、日光市街地において、二社一

寺と住民との関係は長い歴史のなかで培われたもの

である。それを変えることは容易でない。事例で示

したように、非公式な参加から公式的な参加へと多

段階の参加方式を重ねることが社会実験のシステム

として有効であろう。
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　３－２　交通まちづくりのプロセス

　交通まちづくりのフレームは地区交通計画のなか

で養われてきており、それらは�アクセス交通の確

保、�ターミナル（駐車場）の適正な配置と機能強化、

�回遊ルートの形成と演出、�通過交通の排除、�

誘導のための情報提供等の領域から構成される。

　ここで��は観光まちづくりと重なる観光地特有

の問題を有する領域である。観光地としての顔づく

りが�である。ここが観光地コミュニティと来訪者

の交流の街としての表舞台であり、実施を含め、コ

ミュニティが地域資源を活用しながら主体的にかか

わることのできる部分である。交通社会実験はここ

からスタートし、回遊の起終点としての�、そして

さらに、アクセス��へと領域を拡大して行く手順

が交通まちづくりに相応しいプロセスであろう。こ

れまで、日光市街地の交通計画は、逆のプロセスで

あったことが、住民の合意に至らなかった原因の一

つとして挙げられる。本事例では住民とのワークシ

ョップを通して、回遊空間に関する住民の関心を高

められ、施策を住民が提案できた。この流れを活か

していきたい。

　日光市街地の空間構造は参道を軸とした門前町で

あり、神橋周辺が門前町の象徴であるとともに、市

街地全体の交通容量を決めると考えられる。山内地

区からの自動車交通の排除とともに、将来、デザイ

ンを含め、神橋周辺の処理が最大の焦点となると考

える。交通社会実験は、そこに至るまでの住民の学

習プロセスとしても位置づけられる。

　３－３　交通社会実験で考慮すべき事項

１）交通社会実験での地域おこし、起業支援策

　観光地の活性化には、Fig.1に示したように、Ｅ２、

Ｅ３の交流が不可欠である。これらが観光地コミュ

ニティの奥行き、言い換えれば観光地の地域性を表

すこととなり、観光地と来訪者の交流の持続的な発

展へとつながる。民間が行う地域おこし、またその

起業支援といった施策を交通社会実験に乗せること

により、それらをコミュニティ全体の観点から評価、

改善することができる。観光地においてはイベント

等の地域振興策との連携に、特に注意を払う必要が

あるとも言える。

２）観光地のシーズン

　来訪者数はシーズンごとに大きく変化する。ピー

ク時、平常時とオフピーク時では、交通に関する課

題も異なる。観光地の交通政策は、シーズンごとの

特性を加味したものでなければならない。また、本

格実施を目指すために、その政策が有効な期間を明

確にすることが求められる。

３）財政的、時間的な制約

　シーズンとの関係から、実験を行う期間は限られ

てくる。一方において、多くの地方自治体は財政難

に直面しており、国のプログラムを活用しなければ、

事実上実施できないのが現実である。単年度でしか

も予算配分の時期が夏ごろまでわからないといった

状況は、継続的な実験によるまちづくりの制約とな

っている。

４）外部要因の影響

　実験のインパクト調査は実験の事前事後調査、あ

るいはｗｉｔｈ ＆ ｗｉｔｈｏｕｔ分析により行われる。しかし、

来訪者の行動変化は施策以外の多くの外部要因に影

響されており、その峻別が行えるような設計と調査

の工夫が重要である。代表的な要因として、経済情

勢、観光地までのアクセスの変化、周辺観光地の変

化、天候等が挙げられる。

　４．まとめ

　多くの国内観光地が衰退しているなかで、交通ま

ちづくりからのアプローチは、一つの規範的計画モ

デルを提示していると考えられる。交通社会実験を

”学習のための乗り物（Ｌｅａｒｎｉｎｇ Ｖｅｈｉｃｌｅ）”としてと

らえ、観光地コミュニティを少しずつ変えていこう

としていると言える。

　このプロジェクトは現在まだ進行中である。日光

市がこの施策をいつまで続けられるかと、それに対

して、観光地コミュニティが対応してどこまで変革

できるかが、このプロジェクトの成功を左右する。

　本研究は国際交通安全学会研究調査プロジェクト

「交通まちづくりの合意形成を円滑化するためのツ

ールに関する研究」（研究代表者・久保田尚、平成１７

年度）および「地元組織と行政との協働による交通

まちづくりの円滑な推進に関する研究」（研究代表

者・久保田尚、平成１８年度）の一部として実施され

た。プロジェクトのメンバーからの有益な指摘と国

際交通安全学会に感謝の意を表する。
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